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chemSHERPA利用ルール追記の補足(1/2) 

この度、「chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール」6.1項に下記の文章を追記しました。 
 
□依頼者は、回答者が入力する情報項目に、「依頼者の指定する独自の情報」を 
 回答者に必須要件として入力を求めるべきではない。 
 (注記)回答者が入力する情報項目とは、製品情報、改訂履歴、コメント、整理番号、公的規格等 
 
追記した内容の具体的なルール外要求の事例を記載しますので、依頼企業におかれましては、利用
ルールをご理解の上、ご利用頂けますようお願いいたします。 

発行者情報欄の整理番号

欄やコメント欄に依頼者指

定情報の入力要求はすべ

きでない。 

発行者の品名・品番に

依頼者の品名・品番情

報の入力要求はすべきで

ない。 

依頼データ無く、整理番号の記載要求は提供

者の手間や記入ミスを招くため、避けた方が良い。 

依頼データ無く、「依頼者コメント」の記載要求は提

供者の手間や記入ミスを招くため、避けた方が良い。 

コメント欄に依頼

者指定情報の入

力を必須の要求と

すべきでない。 

発行者の改訂履歴を消し

て、依頼者指定情報の入

力要求はすべきでない。 

基本・製品情報におけるルール外の依頼者要求事項の例 
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chemSHERPA利用ルール追記の補足(2/2) 

公的規格・コメント欄に依

頼者指定情報の入力を必

須の要求とすべきでない。 

コメント欄に依頼者指定情

報の入力を必須の要求とす

べきでない。 

階層名称や部品名称へ依

頼者内で管理する品番や

枝番等の管理番号を追加

入力要求はすべきでない。 

成分情報におけるルール外の依頼者要求事項の例 

依頼者が標準外の要求を行わないことで、提供者の業務負荷を軽減し、サプライチェーン全体
として効率的な情報伝達を実現することを意図しています。ご協力をお願いします。 
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